
兵庫県丹波市 春日町下三井庄遊休地の利活用に係る事業者募集について 

（公募型プロポーザル方式） 

 

目的 

 丹波市では、春日町下三井庄遊休地について、市が提案を求める利活用の基本

方針を踏まえた提案募集（売却）を行います。 

市が提案を求める利活用の基本方針、希望する事業条件、立地特性などを踏ま

えたうえで、民間事業者の創意工夫を活かした提案を広く求めます。 

 

公募型プロポーザルへの参加申し込み 

 公募型プロポーザルの参加を希望する場合は、「令和４年度第１回公募型プロ

ポーザル方式による普通財産の利活用に係る事業者募集要領」に基づき、参加意

向申出書を 11月１日（火）から４日（金）までに提出願います。 

実施要領や様式は丹波市ホームページ 

https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/gyouseikeieika/puropo.html 
をご覧ください。 

 

対象物件 

春日町下三井庄遊休地 

（丹波市春日町下三井庄 592番 公簿地目：宅地 公簿面積：7,075.86㎡） 

 

スケジュール 

詳細は、実施要領等をご覧ください 

項 目 予 定 時 期 

現地説明会の開催 令和４年 10月 ５日（水）、25日（火） 

質問の受付期間 10月３日（月）～10月 26日（水） 

参加意向申出書の受付期間 11月１日（火）～11月４日（金） 

提案書等の受付期間     11月 10日（木）～11月 16日（水） 

評価(プレゼンテーション等)      11月 25日（金）（予定） 

契約の締結 12月下旬（予定） 

対象物件の引き渡し 令和５年１月中旬（予定） 

 

担当・連絡先 

財務部 資産活用課 財産活用係  電話：0795（82）0029  

担当者名 若狭光正 上田弘樹 


